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情報あらかると

国民年金保険料を納めることが困難な場合は…
～保険料の『免除制度・猶予制度』を利用しましょう～

問い合わせ
年金・長寿医療グループ
緯碓８５２１３７

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・
猶予となる『保険料免除制度』や『若年者納付猶予制度』があります。

保険料の免除や猶予を受けずに保険料が未納の状態で、障がいや死亡など不慮の事態が発生したときには、
障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。保険料の納付が困難な場合には、早急にご相
談ください。

申請は、年金・長寿医療グループ
（市役所１階１０番窓口）または
各支所で受け付けしています。

免 除 制 度
●全額免除制度

前年の所得に基づき、保険料の全額（月額１万
４，６６０円）を免除します。
※全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年

金額が３分の１として計算されます。
●一部納付（一部免除）制度

前年の所得に基づき、保険料の一部を免除します。
※一部納付は３種類です。それぞれの納付額と年金

額の計算は次のとおりです。
煙４分の１納付（月額３，６７０円・年金額は２分の１）
煙２分の１納付（月額７，３３０円・年金額は３分の２）
煙４分の３納付（月額１万１，０００円・年金額は６分

の５）
※一部納付制度は、保険料の一部を納付することに

より、残りの保険料の納付が免除される制度です。
一部保険料を納付しなかった場合は、その期間

の一部免除が無効（未納と同じ）となるため、将
来の老齢基礎年金の額に反映されません。

また、障がいや死亡といった不慮の事態が生じ
た場合に、年金を受けることができなくなる場合
がありますのでご注意ください。

▼手続きに必要なもの
年金手帳または納入通知、印鑑、失業の場合は

『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険被保険
者離職票』の写し
※転入などにより、所得が確認できない場合は、所

得証明書、源泉徴収票の写しなどが必要となりま
す。

※申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得
基準の範囲内である必要があります。

若年者納付猶予制度
２０～２９歳の方で、同居している世帯主の所得にか

かわらず、本人と配偶者の所得要件により、国民年
金保険料の納付を猶予する制度です。

納付猶予承認期間は、将来受け取る年金の受給資
格期間に含まれますが、年金額に反映されません。
ただし、１０年以内であれば後から保険料を納めるこ
と（追納）ができます。

▼手続きに必要なもの
免除申請の手続きに必要な書類と同じ

学生納付特例制度
大学、大学院、短大、高校、専門学校（一部適用

にならない学校があります）に在学する２０歳以上の
学生で、学生本人の前年度所得が１１８万円以下（扶
養親族の数等により異なります）であれば申請によ
り国民年金保険の納付が猶予されます。

納付特例承認期間は、将来受け取る年金の受給資
格期間に含まれますが、年金額に反映されません。
ただし、１０年以内であれば後から保険料を納めるこ
と（追納）ができます。

▼手続きに必要なもの
年金手帳または納入通知書、印鑑、学生証のコピ

ーまたは在学証明書


